
特定保健指導をぜひご利用ください特特特特特特特定定定定定定保保保保保保お知らせ

新型コロナウイルス感染症が疑われる
場合などの受診・相談窓口
○地域の診療所等（診療・検査医療機関）
○受診・相談センター（茨城県庁内）
　☎029－301－3200　FAX029－301－6341
　　午前７時30分～午後９時(土・日・祝日含む）
○中央保健所
　☎029－241－0100
　　午前９時～午後５時（平日のみ）
※詳しくは茨城県ホームページでご確認ください。

【医療機関にかかるときのお願い】
・受診前に必ず電話相談し、時間を決定してください。
・時間を守り、マスクを着用してください。

茨城農業振興地域整備計画の
総合見直しのお知らせ
茨城農
総合見お知らせ

防災行政無線テレフォンサービス
放送内容が、自動音声で流れます。
☎０８００－８００－８８４８（通話料無料）

登録制メール配信サービス
放送内容を、放送と同時にメールで配信します。

防災行政無線の放送内容の確認にご利用ください

その他、町ホームページにも放送内容を掲載しています。

　協会けんぽでは、健診の受診結果により、メタボ
リックシンドロームのリスクがある40歳から74歳
までの方を対象に、被保険者（ご本人）様は無料で、
被扶養者（ご家族）様は協会けんぽが補助する額を
超えた金額のみのご負担で、当支部の保健師・管理
栄養士または外部委託機関による特定保健指導を実
施しています。
　専門知識を持った保健師・管理栄養士が、健診結
果に基づき、その方に合わせた実践的なアドバイス
で生活習慣の改善を応援します。
　一部の健診機関では、健診受診後に特定保健指導
をご案内しています。健診当日に保健指導を受けて
いただくと、後日改めて日程調整する必要がないた
め、お仕事への影響が最小限で済みます。
　特定保健指導の該当となられた方はぜひご利用く
ださい。
【問合せ先】協会けんぽ茨城支部　保健グループ
　　　　　　☎０２９－３０３－１５８４

農業振興地域整備計画について
　農業振興地域整備計画は、農業を振興すべき地域
の指定と当該地域における農業的整備のための施策
を計画的に推進することを目的に定めた計画です。
　この計画は、農業振興地域の整備に関する法律に
より、概ね５年ごとに実施する基礎調査の結果また
は経済事情の変動その他の情勢の推移等により必要
が生じた場合に、総合見直しを行います。
　町では、前回の総合見直しから５年が経過するた
め、令和５年度に基礎調査を実施し、その結果を反
映して令和６年度に総合見直しを行います。

農用地区域の除外申請等の受付休止について
　農用地区域からの除外申請の受付は年２回（４月、
10月）行っていますが、今回の総合見直しに伴い、
以下の期間中において申請の受付を休止します。農
用地区域からの除外申請等を検討されている方は、
令和６年４月申請に向けてご準備ください。
〇農用地区域からの除外申請等の申請受付を休止す
　る期間
　　令和６年５月１日～令和７年３月31日
※事務の進捗状況によっては、休止期間を変更す
る場合があります。
※休止期間中も、農用地区域からの除外申請等に
ついての相談は受け付けています。

【問合せ先】農業政策課
　　　　　　☎０２９－２４０－７１１８（直通）

入居のご相談も随時対応しております。ショートステイもご利用できます。
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お知らせ

政治倫理審査会委員を
公募します
政治倫
公募

　茨城町政治倫理審査会委員は、政治倫理の確立のた
め適切な処理を行う重要な役割を果たすものです。制
度に関心のある方の応募をお待ちしています。
▶職　　務　町長等（町長、副町長、教育長）及び町

議会議員が、町条例で定める政治倫理
基準及び遵守事項に反する行為をした
疑いに対して町民から請求があった場
合に、当該事実の調査や審査を行いま
す。任期は２年になります。

▶応募資格　地方自治の本旨に理解があり、地方自治
法第18条に定める選挙権を有する町民。
ただし、次の方は応募できません。

　　　　　　・町長等及び町議会議員
　　　　　　・町長等及び町議会議員の２親等以内の

　親族、同居の親族
▶募集人数　２人
▶応募方法　履歴書（市販のもの）を作成し、履歴書

上段の欄外に「政治倫理審査会委員応
募」と記載の上、郵送または持参して
ください。

▶応募締切　 11月24日（金）必着
【提出・問合せ先】
　総務課　行政グループ
　　　　　☎ 029－240－7125（直通）
　〒311-3192　茨城町大字小堤1080番地

お知らせ

11月の納税
○固定資産税　　　　　　３期
○国民健康保険税　　　　５期
○後期高齢者医療保険料　５期
・下記納期限までに金融機関、コンビニ、スマホ決済アプリ、
地方税お支払サイトまたは役場窓口で納付しましょう。
・口座振替をご希望の際は、金融機関での窓口で手続きをお願
いします。

納期限は11月30日（木）

防災行政無線などを用いた情報
伝達訓練（試験放送）を実施します

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報
伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報シ
ステム（Jアラート）※を用いた訓練で、町内の防災
行政無線屋外スピーカーや防災ラジオ、登録制メー
ル配信サービスなどでお知らせします。
▶訓練実施日時　11月15日（水）　午前11時頃
▶訓練で行う放送試験　町内の防災行政無線から、
一斉に下記の内容で放送されます。

※Jアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急
情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝
えするシステムです。

【問合せ先】総務課
　　　　　　☎０２９－２４０－７１２５（直通）

【放送内容】
●上りチャイム音
●「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回
●「こちらは、防災いばらきです。」
●下りチャイム音
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【【【【【【問合問合問合問合問合問合せ先せ先せ先せ先せ先せ先先】総】総】総総総】総総務課務課務課務課務務務
　 　 　 ☎☎☎☎☎☎☎０００００００

お知らせ 11月は児童虐待防止推進月間です
オレンジリボンキャンペーン

　オレンジリボンは虐待防止のシンボルです。虐待を
うけたと思われる子どもがいたり、出産や子育てに悩
んだりしたときには、ご連絡・ご相談ください。
▶受付電話番号
　児童相談所共通ダイヤル
　　☎189
　いばらき虐待ホットライン
　　☎0293－22－0293
　児童相談所 相談専用ダイヤル
　　☎0120－189－783
※匿名での連絡も可能です。
　連絡者や内容に対する秘密は守られます。
【問合せ先】こども課　☎０２９－２４０－７１４４（直通）
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